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丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

（略） （略） 

丹波篠山市立大山緑の会館 丹波篠山市大山新９８番地 

名称 位置 

（略） （略） 

丹波篠山市立大山緑の会館 丹波篠山市大山新９８番地 

丹波篠山市立東雲コミュニティセンタ

ー 

丹波篠山市小田中２２０番

地２ 
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丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（手数料の減免等） 

第１２条 市長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対

しては、第８条第１項及び第２項に規定する手数料を減免し、又は

その徴収を猶予することができる。 

（手数料の減免等） 

第１２条 市長は、災害その他特別の事情があると認められる者に

対しては、廃棄物処理に係る手数料を減免し、又はその徴収を猶

予することができる。 
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丹波篠山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１４条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事

業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包

括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をい

う。）の議を経なければならないこと。

第１４条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事

業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包

括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をい

う。）の議を経なければならないこと。 
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丹波篠山市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第１１５条の４６第４項の規定に基づき、包括

的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第１１５条の４６第５項の規定に基づき、包括

的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。 

（地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） （地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号

被保険者の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、

原則として次のとおりとする。 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号

被保険者の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数（地

域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。第３号において「省令」という。）第１４

０条の６６第１号イに規定する地域包括支援センター運営協議会

をいう。以下同じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援セ

ンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤

換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当

該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数

で除することにより、当該地域包括支援センター職員の員数を常

勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。

次項において同じ。）は、原則として次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号。次項第２号において「省令」という。）第１４

(3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条の６６第１号イ(3)に規

定する主任介護支援専門員をいう。）その他これに準ずる者 
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０条の６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了し

た者をいう。）その他これに準ずる者 １人 

１人 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が

地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、

複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、

当該区域内の第１号被保険者の数について、おおむね３，０００

人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員

数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当

該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満

たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括

支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に

掲げる者のうちから２人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合に

は、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の

表の左欄に掲げる担当する区域における第１号被保険者の数に応

じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合

には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次

の表の左欄に掲げる担当する区域における第１号被保険者の数に

応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営

に支障があると地域包括支援センター運営協議会（省令第１４

０条の６６第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。次号及び次条において同じ。）において認められ

た場合 

(2) 第１項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運

営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認

められた場合 

(3) 市の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案

して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置するこ

(3) 市の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案

して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置するこ
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とが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認

められた場合 

とが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認

められた場合 

担当する区域における第

１号被保険者の数 

地域包括支援センターに置くべき職員及

びその員数 

おおむね１，０００人未

満 

前項各号に掲げる者のうちから１人又は

２人 

おおむね１，０００人以

上２，０００人未満 

前項各号に掲げる者のうちから２人（う

ち１人は、専らその職務に従事する常勤

の職員とする。） 

おおむね２，０００人以

上３，０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の前項第１

号に掲げる者１人及び専らその職務に従

事する常勤の同項第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人 

担当する区域における第

１号被保険者の数 

地域包括支援センターに置くべき職員及

びその員数 

おおむね１，０００人未

満 

第１項各号に掲げる者のうちから１人又

は２人 

おおむね１，０００人以

上２，０００人未満 

第１項各号に掲げる者のうちから２人

（うち１人は、専らその職務に従事する

常勤の職員とする。） 

おおむね２，０００人以

上３，０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の第１項第

１号に掲げる者１人及び専らその職務に

従事する常勤の同項第２号又は第３号に

掲げる者のいずれか１人 
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丹波篠山市国民健康保険条例新旧対照表 

現行 改正案 

第９条 市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による

届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じ

ない場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

第９条 市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第５項の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、

１０万円以下の過料を科する。 
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